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立派な自衛官を目指し旅立つ 令和５年度菊池地区自衛隊入隊・入校者激励会

　菊池地区（菊池市・合志市・菊陽町・大津町）合同激励
会が、３月９日に菊陽町図書館ホールで開催され、自衛
隊に入隊・入校する皆さんを激励しました。
　自衛官候補生として入隊する德

とく
永
なが
大
たい
旗
き
さんは代表あい

さつの中で「昨今の国際情勢は変化し続けており国防の
重要性が再確認されています。国防の任務を担う自衛官
として共に支え励まし合いながら、国民の負託に応えら
れる自衛官となるため、日々努力してまいります。」と
抱負を述べました。
　菊池地区からの入隊者は24人。そのうち、町からの
入隊者は、式

しき
森
もり
千
ち
華
か
さん（大津）、溜

たまる
島
しま
悠
ゆう
さん（美咲野）、

藤
ふじ
田
た
翔
しょう
大
だい
さん（美咲野）、加

か
茂
も
田
だ
隆
りゅう
智
と
さん（室）の４人です。激励会では新入隊員の凛々しい顔が見られました

自衛官募集中！
◦申し込み・問い合わせ　自衛隊熊本地方協力本部　菊池分駐所　☎0968（24）2772

試験区分 受付期間 試験日 受験資格

一　　　 般
幹部候補生

①４月12日（金）まで
②４月24日（水）～
　６月13日（木）

①１次：４月20日（土）・21日（日）
　　　　（21日は海上・航空飛行要員のみ）
　２次：５月24日（金）～30日（木）
　３次：海上・航空飛行要員のみ
　（海上）６月20日（木）～24日（月）
　（航空）７月13日（土）～８月１日（木）
②１次：６月22日（土）
　２次：７月30日（火）～８月５日（月）

22歳以上26歳未満の人
※20歳以上22歳未満の
人は大卒（見込含）、修
士課程修了者など（見
込含）は28歳未満の人

歯科・薬剤科
幹部候補生

①４月12日（金）まで
②４月24日（水）～
　６月13日（木）

①１次：４月20日（土）
　２次：５月24日（金）～30日（木）
②１次：６月22日（土）
　２次：７月30日（火）～８月５日（月）

専門の大卒（見込含）
20歳以上30歳未満の人
※薬剤科は20歳以上28
歳未満の人

医 科・ 歯 科
幹　　　 部

①６月６日（木）まで
②７月30日（火）～
　10月24日（木）

①６月21日（金）
②11月15日（金）

医師・歯科医師の免許取
得者

キャリア採用
幹 部

５月17日（金）まで
陸上：６月10日（月）
海上：６月17日（月）
航空：６月17日（月）～19日（水）

大卒以上の人で応募資格
に定められた学部・専門
学科などを卒業後、２年
以上の業務経験がある人

技 術 曹 ５月17日（金）まで
陸上：６月７日（金）
海上：６月14日（金）
航空：６月12日（水）～14日（金）

20歳以上の人で国家免
許資格者など

国
民
健
康
保
険
は
、
他
の
健
康
保

険（
職
場
の
健
康
保
険
、
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
）に
加
入
し
て
い
る
人

や
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
人
を
除
く

全
て
の
人
が
加
入
し
ま
す
。
健
康
保
険

の
切
り
替
え
は
自
動
的
に
は
行
わ
れ
な

い
た
め
、
取
得
・
喪
失
な
ど
の
変
更
が

あ
っ
た
と
き
は
、
14
日
以
内
に
役
場
健

康
保
険
課
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

■
届
出
が
遅
れ
る
と
・
・
・

●
加
入
の
場
合

　
　

加
入
資
格
を
得
た
日（
他
の
健
康

保
険
の
喪
失
日
）ま
で
さ
か
の
ぼ
っ

て
保
険
税
を
納
め
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

●
脱
退
の
場
合

　
　
他
の
健
康
保
険
加
入
後
に
、
国
民

健
康
保
険
証
を
使
用
す
る
と
、
国
民

健
康
保
険
が
負
担
し
た
医
療
給
付
費

や
健
診
の
助
成
金
を
返
還
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
国
民
健
康

保
険
の
保
険
税
と
新
た
に
加
入
し
た

健
康
保
険
の
保
険
料
を
二
重
に
納
め

て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
　
国
保
の
脱
退
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
や

郵
送
で
の
手
続
き
も
可
能
で
す
。

　
※
郵
送
の
場
合
は
、
次
の
必
要
な
も

の
を
役
場
健
康
保
険
課
に
送
付
し

て
く
だ
さ
い
。

　
　
・
国
民
健
康
保
険
証（
全
員
分
）

　
　
・
職
場
の
健
康
保
険
証
の
コ
ピ
ー

　
　
　
（
全
員
分
）

　
　
・
届
出
者
の
住
所
・
氏
名
・
連
絡

先
・
国
保
の
脱
退
を
希
望
す
る

旨
を
書
い
た
書
類（
メ
モ
、
便

箋
な
ど
）

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人
は
、
学

生
で
あ
っ
て
も
国
民
年
金
に

加
入
し
、
納
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
一
般
的
に
所
得
の
少
な
い
学
生
の

人
に
は
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が

先
送
り（
猶
予
）さ
れ
る
「
学
生
納
付
特

例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
制
度
の

承
認
を
受
け
る
と
、
万
が
一
の
事
故
や

病
気
で
障
が
い
が
残
っ
た
と
き
で
も
、

障
害
年
金
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

■
令
和
６
年
度（
令
和
６
年
４
月
～
令

和
７
年
３
月
）の
申
請
は
４
月
か
ら

受
け
付
け
ま
す

●
対
象
者

　
大
学（
大
学
院
）、
短
期
大
学
、
高
等

学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
、

各
種
学
校（
※
１
）に
在
学
す
る
学
生

な
ど
で
、
本
人
の
前
年
所
得
が
基
準

以
下（
※
２
）の
人
。

　
（
※
１
）

　

学
校
教
育
法
で
規
定
さ
れ
て
い
る

修
業
年
限
が
１
年
以
上
の
課
程

　
（
※
２
）所
得
の
目
安

　

１
２
８
万
円+

扶
養
親
族
な
ど
の

数
×
38
万
円+

社
会
保
険
料
控
除

な
ど

●
必
要
な
も
の

　

①
学
生
証（
コ
ピ
ー
可
、
有
効
期
間

が
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
）か
、

在
学
証
明
書（
原
本
）

　

②
印
か
ん（
認
印
可
。
本
人
の
場
合

は
不
要
）

■
継
続
す
る
人
は
申
請
が
必
要
で
す

　
　
令
和
５
年
度
に
学
生
納
付
の
特
例

を
受
け
た
人
で
、
今
年
度
も
引
き

続
き
在
学
す
る
予
定
の
人
に
は
、
日

本
年
金
機
構
か
ら
、「
学
生
納
付
特

例
申
請
書（
は
が
き
）」
が
４
月
初

旬
に
送
付
さ
れ
ま
す（
在
学
予
定
期

間
が
把
握
で
き
な
か
っ
た
人
な
ど

に
は
送
付
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
）。
は

が
き
に
、
必
要
事
項
を
記
入
し
て

返
送
す
る
こ
と
で
令
和
６
年
度
「
令

和
６
年
４
月
～
令
和
７
年
３
月
」

の
申
請
が
で
き
ま
す
。

■
申
請
す
る
と
き
の
注
意
事
項

　
・
申
請
時
点
の
２
年
１
カ
月
前
の
月

分
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
申
請
が
遅
れ
る
と
万
が
一

の
と
き
に
障
害
年
金
が
受
け
取
れ

な
い
場
合
が
あ
る
た
め
、
速
や
か

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
・
学
生
納
付
特
例
を
受
け
た
期
間
は
、

老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め
の

必
要
な
期
間
に
含
ま
れ
ま
す
が
、

年
金
額
の
計
算
に
は
入
り
ま
せ
ん
。

　
・
学
生
納
付
特
例
期
間
か
ら
10
年
以

内
で
あ
れ
ば
、
保
険
料
を
納
め
る

こ
と（
追
納
）が
で
き
ま
す
。
た
だ

し
、
保
険
料
を
追
納
す
る
場
合
、

経
過
期
間
に
応
じ
て
加
算
額
が
上

乗
せ
さ
れ
る
た
め
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

国民健康保険の加入・脱退は、届出が必要です
◦問い合わせ　役場健康保険課　国保・医療係　☎096（293）3114

保険

学生の皆さんへ　「学生納付特例制度」 
◦問い合わせ　役場住民課　住民係　☎096（293）3112　熊本西年金事務所　☎096（353）0142

国民
年金

どんなとき 届出に必要なもの

国保に
加入するとき

他の市町村から転入してきたとき
（職場の健康保険に加入していない場合） ●転出証明書

職場の健康保険をやめたとき
（扶養からはずれたとき）

●職場の健康保険（社会保険など）をやめた
　証明書※

※社会保険資格喪失証明書や離職票、退職証明書など
　誰がいつ、どの健康保険をやめたかが分かる証明書が必要です。

国保を
脱退するとき

他の市町村に転出するとき ●国民健康保険証（全員分）

職場の健康保険に加入したとき
（扶養に入ったとき）

●国民健康保険証（全員分）
●職場の健康保険証（全員分）

手続きは
こちら▼




